
12月の公民館ロビー展示

※日程は都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

●書の会
●毛筆同好会

●陶芸クラブ
ガラスケース展示

ロ ビ ー 展 示
〈書の会作品展〉　12月2日（火）～14日（日）
〈書　道　展〉　12月16日（火）～28日（日）

〈陶　芸　展〉　12月2日（火）～28日（日）

2005年に開催された「愛知万博」を、メモリアルイベントを通じ次世代へ語り継ぐとともに、県内市町村の交流、
県民スポーツの振興等を目的として「愛知駅伝」が開催されます。
選考会で選出された本町の選手も出場しますので、ぜひ応援にお出かけください。
と　き　12月6日（土）（雨天決行）　午後0時30分スタート
ところ　愛・地球博記念公園（長久手市）　
内　容　県内市町村54チームが市と町村の部に分かれて9区間30．2㎞で競います。
入場料　無料
　　　　※駐車場（有料）に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
問合せ先　愛知駅伝事務局　☎（951）2511

ENJOY SPORTS

口座振替制度をご利用ください

家屋を取り壊したら連絡を

　納付には便利で安全な口座振替制度をご利用ください。
　納付の手間が省け、時間の節約にもなります。
申込方法　
❶預（貯）金口座振替依頼書（自動払込利用申込書）
❷預（貯）金通帳
❸印鑑（通帳届出印）
　以上3点を口座振替ができる金融機関に持参してお申し込みください。
　依頼書（申込書）は、役場および各金融機関に備え付けてあります。
詳しくは、各金融機関にお問合せください。
※過年度課税分および随時課税分は、口座振替ができません。
※納期限が振替日となります。振替日前日までに残高をご確認ください。
問合せ先　役場　収納課　内線120・122

確定申告期前における申告相談のお知らせ
令和8年1月5日（月）から2月13日（金）までの間、税務署での申告相談の受付は、事前予約により行っており、
当日の受付枠はありませんので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、事前予約の方法は、オンラインと電話が基本となります。オンライン事前予約は、LINEアプリで予約を行

うことができ、事前に国税庁LINE公式アカウントを友だち追加していただくと令和7年12月下旬以降、順次予約
が可能となります。
また、税務署での申告手続は、原則として、ご自身でスマホとマイナンバーカードを利用して行っていただき

ます。ご来署の際は、源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類のほか、お持ちの方は
スマホとマイナンバーカードをご用意ください。
問合せ先　津島税務署　個人課税第一部門　☎0567（26）2161(代表)
※電話は自動音声により案内していますので、音声案内に従い「2」を選択してください。

　家屋の全部または一部を取り壊した場合は税務課固定資産税係へ連絡してください。
その後、税務課で調査を行い、翌年度の課税に反映します。
　今年中に家屋の取り壊しをした場合、連絡がないと調査ができないこともあり、
翌年度以降も今年度と同様の課税がされる恐れがあります。適切な課税を行うためにも
皆さんのご協力をお願いします。
　なお、法務局へ建物滅失登記申請をした場合、連絡は不要です。
問合せ先　役場　税務課　内線178・160

▲国税庁HP

口座振替ができる金融機関

三菱UFJ銀行
大垣共立銀行
十六銀行
三十三銀行
あいち銀行　
名古屋銀行
岐阜信用金庫
いちい信用金庫
瀬戸信用金庫
中日信用金庫
あいち海部農業協同組合
ゆうちょ銀行・郵便局

金融機関名称

町税を滞納すると
　町税を滞納している方について、納期限までに納税した方との公平性を保つため法律に基づきやむを得ず滞
納処分（差押）を行うことになります。
差押　町税の滞納があれば勤務先や取引業者等への税務調査の上、給与・報酬、売掛金、不動産、動産（自動

車等）、預貯金、生命保険など各種財産の差押処分を行う場合があります。
※町税を滞納している方には、納付催告書を送付しています。まだ納付していない場合は早急に納付してください。
納税相談　期限までに納税できない特別な事情（災害、長期の病気やケガ、事業の休廃止など）がある場合は、

納税方法等をご相談ください。
問合せ先　役場　収納課　内線120・１２２

愛知万博メモリアル「第18回愛知駅伝」
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12月の公民館ロビー展示

※日程は都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

●書の会
●毛筆同好会

●陶芸クラブ
ガラスケース展示

ロ ビ ー 展 示
〈書の会作品展〉　12月2日（火）～14日（日）
〈書　道　展〉　12月16日（火）～28日（日）

〈陶　芸　展〉　12月2日（火）～28日（日）

2005年に開催された「愛知万博」を、メモリアルイベントを通じ次世代へ語り継ぐとともに、県内市町村の交流、
県民スポーツの振興等を目的として「愛知駅伝」が開催されます。
選考会で選出された本町の選手も出場しますので、ぜひ応援にお出かけください。
と　き　12月6日（土）（雨天決行）　午後0時30分スタート
ところ　愛・地球博記念公園（長久手市）　
内　容　県内市町村54チームが市と町村の部に分かれて9区間30．2㎞で競います。
入場料　無料
　　　　※駐車場（有料）に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
問合せ先　愛知駅伝事務局　☎（951）2511

ENJOY SPORTS

口座振替制度をご利用ください

家屋を取り壊したら連絡を

　納付には便利で安全な口座振替制度をご利用ください。
　納付の手間が省け、時間の節約にもなります。
申込方法　
❶預（貯）金口座振替依頼書（自動払込利用申込書）
❷預（貯）金通帳
❸印鑑（通帳届出印）
　以上3点を口座振替ができる金融機関に持参してお申し込みください。
　依頼書（申込書）は、役場および各金融機関に備え付けてあります。
詳しくは、各金融機関にお問合せください。
※過年度課税分および随時課税分は、口座振替ができません。
※納期限が振替日となります。振替日前日までに残高をご確認ください。
問合せ先　役場　収納課　内線120・122

確定申告期前における申告相談のお知らせ
令和8年1月5日（月）から2月13日（金）までの間、税務署での申告相談の受付は、事前予約により行っており、
当日の受付枠はありませんので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、事前予約の方法は、オンラインと電話が基本となります。オンライン事前予約は、LINEアプリで予約を行

うことができ、事前に国税庁LINE公式アカウントを友だち追加していただくと令和7年12月下旬以降、順次予約
が可能となります。
また、税務署での申告手続は、原則として、ご自身でスマホとマイナンバーカードを利用して行っていただき
ます。ご来署の際は、源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類のほか、お持ちの方は
スマホとマイナンバーカードをご用意ください。
問合せ先　津島税務署　個人課税第一部門　☎0567（26）2161(代表)
※電話は自動音声により案内していますので、音声案内に従い「2」を選択してください。

　家屋の全部または一部を取り壊した場合は税務課固定資産税係へ連絡してください。
その後、税務課で調査を行い、翌年度の課税に反映します。
　今年中に家屋の取り壊しをした場合、連絡がないと調査ができないこともあり、
翌年度以降も今年度と同様の課税がされる恐れがあります。適切な課税を行うためにも
皆さんのご協力をお願いします。
　なお、法務局へ建物滅失登記申請をした場合、連絡は不要です。
問合せ先　役場　税務課　内線178・160

▲国税庁HP

口座振替ができる金融機関

三菱UFJ銀行
大垣共立銀行
十六銀行
三十三銀行
あいち銀行　
名古屋銀行
岐阜信用金庫
いちい信用金庫
瀬戸信用金庫
中日信用金庫
あいち海部農業協同組合
ゆうちょ銀行・郵便局

金融機関名称

町税を滞納すると
　町税を滞納している方について、納期限までに納税した方との公平性を保つため法律に基づきやむを得ず滞
納処分（差押）を行うことになります。
差押　町税の滞納があれば勤務先や取引業者等への税務調査の上、給与・報酬、売掛金、不動産、動産（自動

車等）、預貯金、生命保険など各種財産の差押処分を行う場合があります。
※町税を滞納している方には、納付催告書を送付しています。まだ納付していない場合は早急に納付してください。
納税相談　期限までに納税できない特別な事情（災害、長期の病気やケガ、事業の休廃止など）がある場合は、

納税方法等をご相談ください。
問合せ先　役場　収納課　内線120・１２２

愛知万博メモリアル「第18回愛知駅伝」
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